
特定非営利活動法人多文化共生センター東京の役員報酬規程

(目 的)

第 1条 特定非営利活動法人多文化共生センター東京定款第 19条 (報酬等)に

基づき、理事並びに監事 (以下 「役員」 とい う)に支給する月額報酬は、こ

の規程の定めるところによる。

(報酬の体系)

第 2条 役員の報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬一本とし、通勤手

当を除く手当等、他の給与は原則として支給 しない。但し、使用人兼務役員

については、従業員分の給与と合わせ支給することがある。

(決定方法)

第 3条 月額報酬は、理事会で協議 した上で、報酬額を代表理事が決定する。

(報酬の基準額 )

第 4条 月額報酬は、従業員給与の最高額を基準 として、役位別に次に定める

額を基準 とする。

代表理事 0.5程度

0。3程度

0。2程度

0。2程度

(役員変更等の場合の報酬の取扱い)

第 5条 上位の役位に昇任 した場合の報酬は、第 4条に定める役位別基準額、

前任者の報酬額、従前の役位で支給されていた報酬額等を掛酌 した上で、決

定する。

2 下位の役位に降任した場合の報酬は、第 4条に定める役位別基準に基づき、

第 3条に準じた方法で決定する。

(就任または退任等の場合の報酬の取扱い)

第 6条 計算期間の途中で新たに役員に就任 した場合、または退任・解任等の

場合の当該計算期間の月額報酬は、日割計算等を行わず lヵ 月分を支給する。

(長期欠勤者の報酬 )

第 7条 病気療養のため、やむ得ない事情で長期欠勤中の役員の報酬は、原則

としてその任期中の従前の額 とし、任期満了の時点で減額改定する。
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(報酬の改定)

第 8条 各役員の業績を評価 して、第 4条に定める役位別基準額の範囲内で、

月額報酬の改定を行 うことがある。

2 前項の評価・改定は原則 として毎年 1回実施する。

(計算期間並びに支給日)

第 9条 役員への月額報酬の支給計算の期間ならびに支給 日は就業規則に準ず

るとする。

(臨時措置)

第 10条 団体の業績により当面の間役員報酬は支払わない。

附 則

この規程は 2017年 5月 22日 より施行する。
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第 1章 総  則

(目 的)

第 1条 1この就業規則 (以下「規則」という)は、特定非営利活動法人多文化共生センタ

ー東京 (以下「団体」という)の職員の労働条件、服務規律その他の就業に

関する事項を定めるものである。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるとこ

ろによる。

(適用範囲)

第 2条 この規則は、第 2章で定める手続により採用された職員に適用する。ただし、

パー トタイム職員または臨時職員に関し必要な事項については、別に定める

ところによる。

(規則の遵守)

第 3条   団体及び職員は、ともにこの規則を守り、協力して業務の運営に当たらなけ

ればならない。

第 2章 採用、異動等

(採用手続)

第 4条 団体は、就職希望者のうちから職員を採用する。

書類選考、面接試験を併せて行う。

(試用期間)

第 5条 1 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ 月間を試用期間とする。ただ

し、団体が適当と認めるときは、この期間を短縮し、免除または延長するこ

とがある。その場合、試用期間は最長で 6ヵ 月とする。

2 試用期間中に職員として不適格と認められた者は、解雇することがある。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。
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(労働条件の明示)

第 6条   団体は、職員の採用に際しては、採用時の賃金、労働時間、その他の条件が

明らかとなる書面およびこの規則の明示すべき関連箇所を交付して労働条件

を明示するものとする。

(人事異動)

第 7条 団体は、業務上必要がある場合は、職員の就業する場所または従事する業務

の変更を命ずることがある。

(休 職 )

第 8条 1 職員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。

(1)私傷病による欠勤が 1カ 月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤

務できないと認められたとき        欠勤開始より3ヵ 月

(2)前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき

必要な期間を協議の上決定する。

2 休暇期間中に休職事由が消滅 したときは、もとの職務に復帰させる。

3 第 1項第 1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が

困難な場合は、休職期間の満了をもつて退職とする。

第 3章 服務規律

(服 務 )

第 9条 職員は、団体の指示命令を守り、職務上の責任を自覚 し、誠実に職務を遂行

するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(連守事項 )

第 10条

1

職員は、次の事項を守らなければならない。

職員は団体の目的と団体のミッションに従い、誠実に職務を遂行しなければ

ならない。

本団体の業務に関する情報は絶対に外部に漏えいしてはならない。

職員は、職務を遂行するにあたり、本規則と上司の指揮命令を連守し、互い

に協力して職責を果たさなければならない。

職員は、住所、電話番号の変更があつた場合は届け出をする。
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(出退勤)

第 11条 職員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻を出勤簿に自ら記録する。

(遅刻、早退、欠勤等)

第 12条 1 職員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用外出すると

きは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない

理由で事前に申し出ることができなかつた場合は、事後速やかに届け出て承

認を得なければならない。

2 傷病のため欠勤が引き続き 7日 以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しな

ければならない

第 4章 労働時間、休憩および休日

(労働時間および休憩時間)

第 13条  1 所定労働時間は、1週間については 40時間、1日 については 8時間とする。

2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都

合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げるこ

とがある。

始業 終業

午前 9時 午後 6時

午前 10時 午後 7時

午前 11時 午後 8時

休憩時間 1日 1時間とする。

(休 日)

第 14条 1 休日は、次のとおりとする。

(1)日 曜日および月曜日

(2)国 民の祝日及び休日

(3)年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )

(4)夏期休日 (6月から9月 にかけて5日 間)

(5)その他団体が指定する日

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と

振り替えることがある。



(時間外及び休日労働 )

第 15条   業務の都合により、第 14条の所定労働時間を超え、又は第 15条の所定休日

に労働させることがある。この場合、法定の労働時間を超える労働または法

定の休日における労働については、団体はあらか じめ職員代表と書面による

協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

(適用除外 )

第 16条 管理監督職の職務にある者は、本章に定める労働時間の制限、休憩、休日に

関する規定を適用しない。

第 5章 休 暇 等

(年次有休休暇)

第 17条 1 次の区分における基準日の前 1年間 (初回については前 6ヶ 月間)の所定労

働日の 8割以上出勤した者に対して、基準日より 1年間に取得できる有給休

暇を次の基準により与える。

基準日 期 売6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月
6年6ヶ月以降

1年ごと

有休体暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2 職員は、有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時期を指定して請

求するものとする。ただし、団体は、事業の正常な運営に支障があるときは、

職員の指定した時期を変更することがある。

3 当該年度に行使しなかつた有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。

4 第 1項の出勤率の算定に当たつては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後

の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業

務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。

(産前産後の体業)

第 18条 1 6週間 (多胎妊娠の場合は 14週間)以内に出産する予定の女性職員から請求

があつたときは、休業させる。

2 出産した女性職員は、産後 8週間は休業させる。ただし、産後 6週間を経過

した女性職員から請求があつたときは、医師が支障がないと認めた業務に就

かせることができる。



(母性健康管理のための体暇等)

第 19条 1 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、母子

保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があ

ったときは、次の範囲で休暇を与える。

(1)産前の場合

妊娠 23週まで         4週 に 1回

妊娠 24週から35週まで     2週 に 1回

妊娠 36週から出産まで     1週 に 1回

ただし、医師又は助産婦 (以下「医師等」とします。)がこれと異なる指

示をしたときには、その指示により必要な時間とします。

(2)産後 (1年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基

づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があつた場合、次の措

置を講ずることとする。

(1)妊娠中の通勤緩和

通動時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として 1時間の勤務時

間の短縮又は 1時間以内の時差出勤

(2)妊娠中の休憩の特例

休憩時間について指導された場合は、適宣休憩時間の延長、休憩の回数の

増加

(3)妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置

妊娠又出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導さ

れた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、

勤務時間の短縮、休業等

(育児休業等)

第 20条 1 職員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、団体に申し出て

育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。

2 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることが出きる職員の

範囲その他必要な事項については、「育児休業・育児短時間勤務等規程」で定

める。

(介饉休業等)

第 21条 1 職員のうち必要のある者は、団体に申し出て介護休業をし、又

勤務制度の適用を受けることができる。



2 介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の

範囲その他必要な事項については、「介護休業 口介護短時間勤務等規程」で定

める。

(慶弔休暇 )

第 22条   職員が次の事由により休暇を申請 した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。

ただし、介在する休日は、休暇日数に含まれないものとする。

(1)職員が結婚したとき                   5日
(2)職員の配偶者が出産 したとき                2日
(3)職員の配偶者、子女または父母が死亡したとき        5日
(4)職員の兄弟嗣泉 祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき 2日

(5)その他団体が認めたとき              団体が認めた日数

第 6章 賃  金

(賃金の構成)

第 23条   賃金の構成は、次のとおりとする。

「

―基 本 給

固

一手 当一―十一通勤手当

(基本給 )

第 24条 1 基本給は、本人の能力、経験、知識等を考慮して各人別に決定する。

基本給には残業代 5時間分を含むものとし、実際の残業が 5時間を超えた場

合はその差額を次の支払期に支払うものとする。

2 割増賃金は、所定労働時間を超えてまたは休日に労働した場合には、時間外

労働割増賃金、又は休日労働割増賃金を、更に、その時間が深夜 (22時か

ら5時までの間)に及んだ場合には深夜労働割増賃金を加算し,次の計算式

により支給する。

時間 単価 =基本給 ÷年間における1ケ 月平均所定労働時間数

金一一―
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① 時間外・法定外休日労働割増賃金 時間単価Xl.25× 時間外・

法定外労働時間数

② 法定休日労働割増賃金   時間単価Xl.35× 法定休日労働時

間数

③ 深夜労働割増賃金     時間単価XO.25× 深夜労働時間数

(通勤手当)

第 25条 公共の交通機関を利用して通勤する職員には、団体が認める最短経路により

計算した 3ヶ 月または6ヵ 月の定期券代の実費を、通勤手当として支給する。

ただし、所得税法上の非課税限度額を上限とする。また、賃金の計算期間の

途中で、入社、退職、休職の開始もしくは終了をしたときは、その期間中の

出勤日数に応じた通勤費の実費を、通勤手当として支給する。

(休暇等の賃金)

第 26条 1 有休休暇の期間は、所定労働時間労働 したときに支払われる通常の賃金を支

給する。

2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための体暇、育児 口介護休業法に基づ

く育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給と

する。

3 慶弔休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支

給する。

4 休職期間中は、賃金を支給しない。

(欠勤等の扱い)

第 27条   欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠

勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。

(賃金の計算期間及び支払日)

第 28条 1 賃金は、毎月 1日 に起算し末日に締め切つて計算 した額を、翌月 25日 に支払

う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。

2 計算期間中の中途で採用され、又は退職 した場合の賃金は、当該計算期間の

所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

(賃金の支払いと控除 )



第 29条 1 賃金は、職員に対し、その指定する金融機関の口座に振 り込むことにより、

賃金を支払うものとする。

2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

(1)源泉所得税

(3)健康保険 (介護保険含む)及び厚生年金保険料の被保険者負担分

(4)雇用保険料の被保険者負担分

(5)職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(賃金の改定)

第 30条 1 賃金の改定は、団体の業績及び本人の能力により、毎年 4月 に行う。

2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に賃金の改定を行うことがある。

3 賃金の改定額は、職員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

(賞 与 )

第 31条 1 賞与は、年 1回の賞与支給日に在籍する職員に対し、団体の業績、職員の勤

務成績等を勘案して支給する。ただし、業績の著しい低下その他やむを得な

い事由がある場合には、支給日を変更し、または支給しないことがある。

賞与を計算するにあたり、出勤率及び実績評価等の計算対象期間は次のとお

りとする。

期末賞与 :当年 4月 1日 より当年 3月 31日 まで

第 7章 定年、退職及び解雇

(定年等)

第 32条 1 職員の定年は満 65歳 とし、定年に達した日の属する月の末日をもつて退職と

する。

定年に達した職員について、特に必要と認めた場合には嘱託として再雇用す

ることがある。

(退 職)

第 33条 前条に定める者の他、職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1)退職を願い出て団体から承認されたとき、または退職願を提出して30日 を

経過したとき

(2)第 9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき

(3)死亡したとき
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(解 雇)

第 34条 1

2

職員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。

(1)勤務成績または業務能率が著しく不良で、職員としてふさわしくないと認

められたとき。ただし、第 41条第 2項の事由に該当すると認められたとき

は、同条の定めるところによる。

(2)精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められたとき

(3)団体の名誉若しくは信用を著しく傷つけるような不都合な行為があつたと

き

(4)事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、職員の減員等が

必要となつたとき

(5)その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、

ただし試用期間中の職員を解雇する場合はこの限りではない。

業務上の傷病により体業する期間及びその後 30日 間ならびに産前産後の女性

職員が休業する期間及びその後 30日 間は解雇しない。ただし、業務上の傷病

により、療養開始後 3年を経過しても傷病が治らないで打切補償が行われた

場合は、この限りではない。

Ｏ
υ

第 8章 懲戒及び損害賠償

(懲戒の種類)

第 35条 1 団体は職員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の

禁止・制限事項に抵触する職員に対して、懲戒処分を行う。

2 懲戒の種類は次の通りとする。

(1)譴  責 始末書を提出させて将来を戒める

(2)減  給 始末書を提出させ減給する。ただし、減給は 1回の額が平均賃

金の 1日分の 5割を超えることはなく、また、総額が 1賃金支払い期間にお

ける賃金の 1割を超えることはない

(3)出勤停止 始末書を提出させるほか、7日 間を限度として出勤を停止し、そ

の間の賃金は支給しない

(4)徴戒解雇 即時に解雇する

(懲戒の事由)

第 36条 1 職員が、次のいずれかに該当するときは、減給または出勤停止とする。ただ

し、情状によつては譴責にとどめることがある。

(1)正当な理由なく無断欠勤 3日 以上に及ぶとき



(2)正 当な理由なくしばしば欠勤、運刻、早退するなど勤務を怠つたとき

(3)過失により団体に損害を与えたとき

(4)素行不良で団体内の秩序または風紀を乱したとき

(5)その他この規則に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があつたとき

2 職員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解層する。ただし、情状によ

り減給または出勤停止とすることがある。

(1)理由なく無断欠勤 3日 以上に及び、出勤の督促に応じないとき

(2)し ばしば、遅刻、早退および欠動を繰り返し、再三にわたって注意を受けて

も改めないとき

(3)団体内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、ま

たはこれらの行為が会社外で行われた場合であつても、それが著しく団体の

名誉もしくは信用を傷つけたとき

(4)故意または重大な過失により団体に重大な損害を与えたとき

(5)素行不良で著しく団体内の秩序または風紀を乱したとき

(6)重大な経歴酢称をしたとき

(7)その他前各号に準ずる重大な行為があったとき

(損害賠償)

第 37条   職員が故意の違反行為等により団体に損害を与えた場合には、団体は職員に

損害を原状に回復させるか、また回復に必要な費用の全部もしくは一部を負

担させることがある。なお、当敵損害賠償の責任は、退職後も免れることは

できない。

附  則

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。



法人名
特定非営利活動法人

多文化共生センター東京
事 業 年 度

2020年 4月 1日～

2021年 3月 31日

書式第 17号  (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第瞬条第2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 回収益の源朝llの明細、借入金の明細その他の資金に関する事呵

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 M条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定ブ諧 利活動促進法施行規

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員受取会費 335ρⅨ)円

賛助会員受取会費 279,Oα)円

受取寄附金 12,975,IЮ 円

4684ⅨЮ円

8,400,αЮ円

13,400,271円

優n220円

2逍 円

受取助成金

高校支援負担金

外国にルーツを持つ子どもと家族のための教育支援事業収益

多文化共生に関する情報提供および人材育成事業収益

受取利息

過年度損益修正益 QαЮ円

持続イ断合付金 2,∝Ю,αЮ円

円

円

円

円

△
口 計 42,5",IЮ 円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

な し

′」土
1日 入 先 金   額

な し 円

円

円

円

円

合 計 円

則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです|。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 に治産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事厠

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

円

円

円

円

円

円

円

該当なし

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 ――料 金 ―条 ‐
件  等

日本語及び教科指導と進学支援授業料 33,000円 1か月あたり

多言語高校進学ガイダンス冊子 駅Ю円 1冊あたり

多言語用語集 (数学・理科) αЮ円 1冊当り

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 Ю次に掲げる取引先、取引金額そり也その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引及び費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順はから第五順位まで

の取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

8,4Ю,αЮ円
高校支援協働事業

負担金

5,474,8∞ 円
初期日本語指導及び補

充学習指導報酬

5,174《XЮ 円 寄付金

3,684,αЮ円 フリースクール助成金

2,3(Ю ,0∞ 円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

3,665,697円

2,391,776円

2,X4,5α)円

取引内容等

職員給与

職員給与

コーディネーター給与

1,187,α6円 講師給与

638,鋭B円 コピー1機賃借料

譲 渡 価 格取引先の氏名等

該当なし

譲渡資産の内容等住所又は所在地

円

円

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 側:設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提供

年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2020′7ノ29 11,333円
東京都多文化共生推進

委員

202ソ216 11,333円
東京都多文化共生推進

委員

2019/Zνl^v

2020/【ソ131
70,0(X)円

理科多言語用語集編集

作業費

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄  附  金 額 受 領 年 月 日

∝),000円 2020′04/22

4),000円 2020′06′02

40,000円 2020′06′02

120,000円 2020"07′01

80,(XЮ 円 2020/11′26

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上

であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5給 与の総額等に関する事項 [C給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事司

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

30人 21,743,α )2円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[c200万円以下の海外へのi撤は金銭
の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

2020年 6月 1日 ～

2021年 3月 13日
通学交通費の補助 262,200円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 262,21Ⅸ)円

実 施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人多文化共生センター東京 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申.告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤
区 分

③
2020年 4月 1日～

2021年 3月 31日 13人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 午 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(洒譴[1目D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員調□腕所雲専提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
日
【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝ヨ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

匡国

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえいいえ

はい

いいえ

項
［日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有・無 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有 。無

第3表 (次葉)

(滋輌

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書頃)に記載した事項について、改
めて記載する必要はありません。



法人名
特定非営禾1偏働法人

多文化共生センター東京
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員 数 13人 人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグループの

人数
0人 人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員又は

使用人である者並びにこれらの者の親族

等」のグループの人数

0人 人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類

付を省略することができます。

第3表付表 1

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

◎ ① 中請時
ウロ1壬・譴封壬続柄等

③ ⑮ ◎ ①
職名氏  名 住  所

（
Ｕ

（
Ｕ

2013年

5月 26日恵ヒイ壬

2006`年

5月 22日就任

2009年

6月 1日就任

炉木 典子

飯田 秀夫

風間 晃

伊東 千恵 2013`年

5月 26日 就任

20191年

5月 25日 就任

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

∩
Ｕ

∩
）

∩
）

∩

）

∩
）

2015`年

5月 31日 就任

2016年

6月 25日碗尤任

2006`年

5月 22日ワヒ任

2011年

6月 1日 就任

（
υ

∩
）

理事

理事

伊藤 順子

加藤 千秋

鮫島 龍二郎

鈴木 江理子

多田 佳明

2006年

5月 22日嘉ヒf壬

2009年

6月 1日 就任

20064年

5月 22日 就任

理事

理事

理事

2015`年

5月 31日 就任

∩
）

∩

）

∩
）

∩
）

監事

福田 和久

松尾 沢子

王 慧樫

張 正翼

(役員報酬規程等提出:密E)に記載した事項について、添



法人名 特定非営利活動法人多文化共生センター東京

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

振替伝票 ルーズリーフ 発生都度 7年間

総勘定元帳 会計ソフト「会計王」使用 週 1回 7年間

ルーズリーフ

仕訳 日記帳 会計ソフト「会計王」使用 週 1回 7年間

ノレーズリーフ

給与台帳 会計ソフト「給与王」使用 月 1回 7年間

ルーズリーフ

現金出納帳 エクセル使用 都度 7年間

)v*At) *7

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(1働副D
。 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝票」、:覇金出納働 、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、I職時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観肥等提出:出E)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人多文化共生センター東京 チェック欄

′
4 1事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

① ◎ ① 申南郭寺⑮ ◎ロ
ロ項 ④

有 。無有 。無 有 。無 有 。無有 。無 有 。無有。□
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

有 。無有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 。無 有 。無有
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有 ・ 無 有 ・ 無有 。無 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

□ 有 ・ 無有 ・

項 目 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ①

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対・する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

有。国 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。□ 有。無 有。無 有・無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男11の利益の供与の有無
有。国 有・無 有。無 有。無 有。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有・国 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

有無

申課罪寺

有・無

有・無

有。無

有。無

∝意1中Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人多文化共生センター東京 チェック欄

′
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関す

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※田覧に関する部唄:」 (祖社朋lD等がある船 4よ その中則 網メ嚇興D等を添付してくださしヽ

同  意

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書iD

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは割附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及̈ びにその実施日

□

イ

ハ

ホ

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェッ

(注意毒珂D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

5



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人多文化共生センター東京

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意ヨ劇D
。 法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書E)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

チェック欄

③ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 狂 有 缶 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征 有 盤

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第フ表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 征 有 毎 有 缶 有 ・ 無 有 征 有 0無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人多文化共生センター東京 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2餌 条等田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

=二
!出|四1聾iコ1塁1塵1國|コ1星|コ1堕1壁1堕厘逝IΩ皇i週1皇旦主』|□1堕1塑1墜1医1豊1壼:二重位≧1塾!迦|ヨ|□1逓璽l□IL!ヱ1塑墜上並」

!二壁]旦:遺 11」曽]:自]』ELi週1112]:`」!:[]EE]EIE」 :」:L:=」L:」こ:」:iZ:L]目」L」E:」 1壺[豊』聾:2:LE:』 ]l`邑」自1」I」」団]」:[ll壁 121洒:生[1望

`理

:ELと1」」L!」[二il:1:)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾:括動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営禾!蛭副法人が特例厠定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非僣鉢:括動法人又は当該特例認定特定非営禾1樫副法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有 □

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 回

，
“ 認定又は勧 蝙認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。Fπ えヽ

＾
６ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・ いいえ

耐
薇

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上望」墜窒i笙:コi壁:聾i里[奎量i聖望L望:≧:」壁主と塁!=」L」堕堕璽量1蟄

_I:璧12L4=L望型:墜:墜]堕i壼道歴E髪塗]墜塑:ェ:ヨi塑:翌]壼」壁:塁:」塑:菫塑:曇:量」堕:」]圏l型!聖:ヨL」:塁うi壼:塵璽□量生壺」主主」壺二L¨_
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付

‐
すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い
。

り^ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 I:L\.IL\L\i
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 ItL\.lL\\.i

′

イ

ロ

ハ


